
西暦(年) 和暦(年) 年齢(歳) 西暦(年) 和暦(年) 年齢(歳)
１９２６ 大正１５／昭和元 １００ １９７６ 昭和５１ ５０
１９２７ 昭和２ ９９ １９７７ 昭和５２ ４９
１９２８ 昭和３ ９８ １９７８ 昭和５３ ４８
１９２９ 昭和４ ９７ １９７９ 昭和５４ ４７
１９３０ 昭和５ ９６ １９８０ 昭和５５ ４６
１９３１ 昭和６ ９５ １９８１ 昭和５６ ４５
１９３２ 昭和７ ９４ １９８２ 昭和５７ ４４
１９３３ 昭和８ ９３ １９８３ 昭和５８ ４３
１９３４ 昭和９ ９２ １９８４ 昭和５９ ４２
１９３５ 昭和１０ ９１ １９８５ 昭和６０ ４１
１９３６ 昭和１１ ９０ １９８６ 昭和６１ ４０
１９３７ 昭和１２ ８９ １９８７ 昭和６２ ３９
１９３８ 昭和１３ ８８ １９８８ 昭和６３ ３８
１９３９ 昭和１４ ８７ １９８９ 昭和６４／平成元 ３７
１９４０ 昭和１５ ８６ １９９０ 平成２ ３６
１９４１ 昭和１６ ８５ １９９１ 平成３ ３５
１９４２ 昭和１７ ８４ １９９２ 平成４ ３４
１９４３ 昭和１８ ８３ １９９３ 平成５ ３３
１９４４ 昭和１９ ８２ １９９４ 平成６ ３２
１９４５ 昭和２０ ８１ １９９５ 平成７ ３１
１９４６ 昭和２１ ８０ １９９６ 平成８ ３０
１９４７ 昭和２２ ７９ １９９７ 平成９ ２９
１９４８ 昭和２３ ７８ １９９８ 平成１０ ２８
１９４９ 昭和２４ ７７ １９９９ 平成１１ ２７
１９５０ 昭和２５ ７６ ２０００ 平成１２ ２６
１９５１ 昭和２６ ７５ ２００１ 平成１３ ２５
１９５２ 昭和２７ ７４ ２００２ 平成１４ ２４
１９５３ 昭和２８ ７３ ２００３ 平成１５ ２３
１９５４ 昭和２９ ７２ ２００４ 平成１６ ２２
１９５５ 昭和３０ ７１ ２００５ 平成１７ ２１
１９５６ 昭和３１ ７０ ２００６ 平成１８ ２０
１９５７ 昭和３２ ６９ ２００７ 平成１９ １９
１９５８ 昭和３３ ６８ ２００８ 平成２０ １８
１９５９ 昭和３４ ６７ ２００９ 平成２１ １７
１９６０ 昭和３５ ６６ ２０１０ 平成２２ １６
１９６１ 昭和３６ ６５ ２０１１ 平成２３ １５
１９６２ 昭和３７ ６４ ２０１２ 平成２４ １４
１９６３ 昭和３８ ６３ ２０１３ 平成２５ １３
１９６４ 昭和３９ ６２ ２０１４ 平成２６ １２
１９６５ 昭和４０ ６１ ２０１５ 平成２７ １１
１９６６ 昭和４１ ６０ ２０１６ 平成２８ １０
１９６７ 昭和４２ ５９ ２０１７ 平成２９ ９
１９６８ 昭和４３ ５８ ２０１８ 平成３０ ８
１９６９ 昭和４４ ５７ ２０１９ 平成３１／令和元 ７
１９７０ 昭和４５ ５６ ２０２０ 令和２ ６
１９７１ 昭和４６ ５５ ２０２１ 令和３ ５
１９７２ 昭和４７ ５４ ２０２２ 令和４ ４
１９７３ 昭和４８ ５３ ２０２３ 令和５ ３
１９７４ 昭和４９ ５２ ２０２４ 令和６ ２
１９７５ 昭和５０ ５１ ２０２５ 令和７ １

参照法令：明治３５年法律第５０号（年齢計算ニ関スル法律）、民法第１４３条
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２０２６年（令和８年） 年齢早見表

誕生年の欄で今年の誕生日以後の満年齢が分かります。誕生日の前日までは１歳を引いてください。


